
 

指定地域密着型通所介護重要事項説明書 
〔令和６年４月１日現在〕 

 

 

１ 事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人 藤ヶ丘福祉会 

代 表 者 役 職 ・ 氏 名 理事長 大西 通代 

本社所在地・電話番号 福井県敦賀市藤ヶ丘町15-5番地・0770-25-8854 

法 人 設 立 年 月 日 昭和５６年１２月１６日 

 

２ サービスを提供する事業所の概要 

（１）事業所の名称等 

名 称 デイサービス つむぎ 

事 業 所 番 号 地域密着型通所介護 

（指定事業所番号 １８７０２００５０６） 

所 在 地 〒914-0017 福井県敦賀市藤ヶ丘町15-5番地 

電 話 番 号 ０７７０－２１－５５２５ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０７７０－２５－８８７４ 

通常の事業の実施地域  敦賀市 

 

（２）事業所の窓口の営業日及び営業時間 

営 業 日 月曜日から金曜日までとする。 

（ただし、１２月２９日から１月３日を除く。） 

営 業 時 間 ８時３０分から１６時３０分まで 

（祝祭日のみ９時３０分から１５時３０分まで） 

サ ー ビ ス 提 供 時 間 ９時３０分から１５時３０分まで 

 

（３）事業所の勤務体制 

職 種 業務内容 勤務形態・人数 

管理者 ・従業者と業務の管理を行います。 

・従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な

指揮命令を行います。 

常 勤 １人 

生活相談員 生活相談、入浴、排せつ、食事等の介護に関する

相談及び援助を行います。 

常 勤 １人 

非常勤  人 

看護職員 ・利用者の健康状態の確認を行います。 

・利用者の病状が急変した場合に利用者の主治の

医師の指示を受けて、必要な看護を行います。 

常 勤  人 

非常勤  人 

介護職員 必要な日常生活の世話及び介護を行います。 常 勤 １人 

非常勤  人 

機能訓練 

指導員 

日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するた

めの機能訓練を行います。 

常 勤 １人 

非常勤  人 

 

 

 



 

３ サービス内容 

・食事の提供  

・入浴介助  

・日常生活の世話  

・日常生活動作の機能訓練・・・ 日常生活、レクレーションを通じた訓練 

・送迎  

・個別機能訓練・・・・・・・・ 個別の機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を

実施 

・若年性認知症利用者受入  

  

４ 利用料、その他の費用の額 

（１）地域密着型通所介護の利用料 

 ア 基本利用料 

   利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として介護

保険負担割合証に記載されている基本利用料の１割から３割のいずれかの額です。た

だし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。 

 

 【地域密着型通所介護費】 

所要時間/回 介護度 基本利用料 利用者負担額 

１割 ２割 ３割 

３時間以上 

４時間未満 

要介護１ ４１６０円 ４１６円 ８３２円 １２４８円 

要介護２ ４７８０円 ４７８円 ９５６円 １４３４円 

要介護３ ５４００円 ５４０円 １０８０円 １６２０円 

要介護４ ６０００円 ６００円 １２００円 １８００円 

要介護５ ６６３０円 ６６３円 １３２６円 １９８９円 

４時間以上 

５時間未満 

要介護１ ４３６０円 ４３６円 ８７２円 １３０８円 

要介護２ ５０１０円 ５０１円 １００２円 １５０３円 

要介護３ ５６６０円 ５６６円 １１３２円 １６９８円 

要介護４ ６２９０円 ６２９円 １２５８円 １８８７円 

要介護５ ６９５０円 ６９５円 １３９０円 ２０８５円 

５時間以上 

６時間未満 

要介護１ ６５７０円 ６５７円 １３１４円 １９７１円 

要介護２ ７７６０円 ７７６円 １５５２円 ２３２８円 

要介護３ ８９６０円 ８９６円 １７９２円 ２６８８円 

要介護４ １０１３０円 １０１３円 ２０２６円 ３０３９円 

要介護５ １１３４０円 １１３４円 ２２６８円 ３４０２円 

６時間以上 

７時間未満 

要介護１ ６７８０円 ６７８円 １３５６円 ２０３４円 

要介護２ ８０１０円 ８０１円 １６０２円 ２４０３円 

要介護３ ９２５０円 ９２５円 １８５０円 ２７７５円 

要介護４ １０４９０円 １０４９円 ２０９８円 ３１４７円 

要介護５ １１７２０円 １１７２円 ２３４４円 ３５１６円 

 

 

 

 



 

イ 加算 

 

   要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。 

 ①サービスの実施による加算 

加算の種類 要件 利用料 利用者負担額 

１割 ２割 ３割b 

入浴介助加算Ⅰ 利用者の入浴介助を行っ

た場合 

１日につき 

 ４００円 

 

４０円 

 

 ８０円 

 

１２０円 

個別機能訓練(Ⅰ)

イ 

加算の訓練体制を満た

し、利用者個別の心身の

状況を重視した機能訓練

（生活機能向上を目的と

した訓練）を行った場合 

１日につき 

 ５６０円 

 

５６円 

 

１１２円 

 

１６８円 

若年性認知症利用

者受入加算 

若年性認知症利用者にサ

ービスを提供した場合 

１日につき 

 ６００円 

 

６０円 

 

１２０円 

 

１８０円 

中山間地域等に居

住する者へのサー

ビス提供加算 

中山間地域等において、

通常の事業の実施地域を

越えて居住する利用者に

サービスを行った場合 

１日につき 

基本利用料の５％ 

 

 

  

②加算の基準に適合していると届け出ている加算 

加算の種類 要件 利用料 利用者負担額 

介護職員等処遇

改善加算Ⅱ 

介護職員の賃金の改善等を実施

し、加算のキャリアパス要件と定

量的要件を満たす場合 

所定単位数の

９％ 

左記の１～３割 

 

基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数（所定単位数） 

 

ウ 減算 

 

①  当事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者又は同一の建物から通う 

利用者は、１日につき９４単位が減算されます。同一の建物とは、指定地域密着型通 

所介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物をいいます。 

②  利用者に対し、その居宅と当事業所との間の送迎を行わない場合（ご家族が送迎さ 

れる場合等）は、片道につき４７単位減算されます。 

 

 

（２）その他の費用 

食  費 ６１５円／食 （食事代５４０円＋おやつ代７５円） 

お む つ 代 尿とりﾊﾟｯﾄﾞ50円／枚、紙パンツ150円／枚、紙おむつ200円／枚 

日 常 生 活 費 利用者の希望により提供する日常生活上必要な費用として、実費

をご負担していだきます。 

 

５ 利用者負担額、その他の費用の請求及び支払方法 

（１）請求方法  

  ① 利用者負担額、その他の費用は利用月ごとの合計金額により請求します。 



 

  ② 請求書は、利用月の翌月１０日までに利用者あてにお届けします。 

（２）支払い方法等 

  ① 請求月の２０日までに、下記のいずれかの方法でお支払いください。 

   ・利用者が指定する口座からの自動振替 

  ② お支払いを確認しましたら、領収証をお渡ししますので、必ず保管してください

（医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。）。 

 

６ 秘密の保持 

（１）従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員であ

る期間及び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を、従業者

との雇用契約の内容とします。 

（２）利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の

個人情報を用いません。また利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で

同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

（３）利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚

生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めます。 

 

７ 緊急時の対応方法 

  サービスの提供中に、利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要があった場合は、

速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、家族、介護支援

専門員等へ連絡をいたします。 

 

８ 事故発生時の対応 

  サービス提供により事故が発生した場合は、市町、利用者の家族、居宅介護支援事業

者等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

  また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償

いたします。事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社  

保 険 名：介護保険・社会福祉事業者総合保険 

 

９ 非常災害対策 

（１）事業所に災害対策に関する担当者（防火責任者）をおき、非常災害対策に関する取

り組みを行います。 防火責任者 ： 大西 通代 

（２）非常災害対策に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報、連携体

制を整備し、定期的に職員に周知します。 

（３）定期的に避難、救助その他必要な訓練を行います。 

 

１０ サービス提供に関する相談、苦情 

苦情相談窓口 

担  当 

電話番号 

受付日時 

管理者 高木 修一 

０７７０－２１－５５２５  

月曜日から金曜日（１２月２９日から１月３日を除く。） 

８時３０分から１６時３０分まで 

 

市町村及び国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口等に苦情を伝えることができます。 



 

居住地(敦賀市)の介護保険担当窓口 ０７７０－２２－８１８０ 

福井県国民健康保険団体連合会 ０７７６－５７－１６１４ 

福井県運営適正化委員会 ０７７６－２４－２３４７ 

 

１１ サービスの利用に当たっての留意事項 

   サービスのご利用に当たってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早

めに担当の介護支援専門員（又は地域包括支援センター）又は当事業所の担当者へご

連絡ください。 

（２）主治の医師から指示事項がある場合は申し出てください。 

  

 

                          令和  年  月  日 

 

 指定地域密着型通所介護の提供開始に当たり、利用者に対して、重要な事項を説明しま

した。 

 

事業者 

 所 在 地 福井県敦賀市藤ケ丘町１５－５番地 

 法 人 名 社会福祉法人 藤ヶ丘福祉会 

 代表者名 理事長 大西 通代 

説明者 

 事業所名 デイサービス つむぎ 

 氏  名              印 

                     

 

 

 私は、事業者から重要な事項の説明を受け、サービスの提供開始について同意しました。 

 

利用者  住所 

     氏名            印 

 （代理人） 住所 

      氏名            印 


